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市政へのご意見・ご提案をお寄せください。郵送、ファクス、

市ウェブサイト、Ｅメール、市民の声ご意見箱などから投稿い

ただけます。投稿方法など詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　情報公開課（内線１８２）
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カラダの中からキレイに！    

アンチエイジング教室

とき　１０月９日(水) 、３０日(水) 、午後１時

１０分～３時３０分（全２回）

ところ　保健センター

内容　体に良い食事の話、健康管理の

話、運動実技、体組成測定（基礎代謝、

体内年齢、筋肉量などの測定）

対象者　４０歳～５９歳の人

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　９月６日(金) ～、保健センター

〔察(２８)５５２０〕へ（申し込み先着順）

チャイルドラインボランティア
養成講座

　市人権教育・啓発推進センターでは、

子どもの居場所として、さまざまな悩

みを持つ子どもからの電話相談を受け

る「チャイルドラインとんだばやし」

を開設しています。

　このたび、電話相談の受け手ボラン

ティアを養成する講座を開催します。

とき　１０月２６日～１２月７日の毎週土曜

日（１１月２日、２３日は除く）、午前１０時

～正午、午後１時～４時１０分（全１０回）

ところ　人権文化センター

対象者　１６歳以上の人　

定員　２５人

受講料　５０００円（１回単位の受講が可、

１回１０００円）　※高校生、大学生は半額。

申し込み　９月６日(金) ～１０月２０日(日) 

に、同推進センター〔察(２０)０２８５〕へ

（申し込み先着順）

市生活支援サービス従事者研修
受講者募集

　介護に関する資格がなくても、この

研修を受講し、市が指定する訪問介護

事業所に雇用されることで、「生活支援

サービス従事者」として掃除や買い物

など生活支援サービスを提供する仕事

に就くことができるようになります。

とき　１０月３日(木) 、９日(水) 、１７日(木) 、

２４日(木) 、３１日(木) 、午後１時～４時１０分

（全５回）

ところ　金剛連絡所

対象者　市内在住で本市に住民登録を

している人

定員　１５人　受講料　無料

 

認知症介護家族の交流会

　「介護の体験談を聞こう」をテーマに

同交流会を開催します。１人で悩まず

同じ立場の仲間と話してみましょう。

とき　９月２５日(水) 、午後１時３０分～３

時３０分　

ところ　市役所

対象者　市内在住で認知症の人を介護

している家族（認知症の人が市内在住

の場合は市外の家族も可）　※認知症

の人もぜひ一緒に参加してください。

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　９月６日(金) ～２０日(金) に、高

齢介護課（内線１９６）へ（申し込み先着

順）

整形外科医監修のロコトレ体
操教室

　富田林医師会と市が協働で、ロコモ

ティブシンドロームを予防するための

体操教室を開催します。

とき　１０月３日～１２月１２日の毎週木曜

日（１０月１７日、２４日、１１月１４日は除く）、

午後１時１５分～２時１５分（全８回）

ところ　保健センター　

対象者　市内在住で、初めて同教室に

参加するおおむね６５歳以上の人

定員　３０人　参加費　無料　

申し込み　９月６日(金) ～２７日(金) に、高

齢介護課（内線１９６）へ（申し込み先着

順）

市民講座「高血圧について」

とき　９月２１日(土) 、午後１時３０分～３時

ところ　けあぱる

内容　高血圧に対する乳酸菌と体内の

環境との関係　定員　３０人　

受講料　３００円（当日、ウエルネスけあ

ぱる利用者は２００円）

申し込み　９月７日(土) 、午前１１時～、

ウエルネスけあぱるへ（定員１５人、申

し込み先着順、電話申し込み可）

※９月６日(金) 、午前７時～、けあぱる

ホームページ〔http://carepal.or.jp/〕か

らも申し込みできます（定員１５人、申

し込み先着順）。

講座・催し
申し込み　９月２６日(木) （午前９時～午

後５時３０分）までに、今城クリニック

花笑み〔察(５５)３３５３〕へ（申し込み多

数の場合抽選）

※９月１９日(木) 、午後１時～と午後２時

３０分～、金剛連絡所で研修内容につい

ての説明会を開催します。参加を希望

される人は、９月１５日(日) までに今城ク

リニック花笑みへお申し込みください。

認知症予防の筋力アップと    
ストレッチ無料体験

とき　９月２６日(木) 、午前１０時３０分～１１

時５０分

ところ　市民総合体育館

対象者　市内在住の人　定員　１０人

申し込み　９月６日(金) ～、石田さん

〔察(６２)２７５３〕へ（申し込み先着順）

 

無料公証相談

とき　１０月７日(月) 、午後１時～４時

ところ　市役所１階市民相談室

内容　遺言、任意後見、離婚に伴う養

育費の支払い、金銭消費貸借、土地建物

の賃貸借契約などの公正証書作成に関

する相談や離婚時の年金分割の合意書、

会社定款、確定日付などの相談　

定員　６人

申し込み　９月６日(金) ～、情報公開課

（内線１８２）へ（申し込み先着順）

問い合わせ　難波公証役場〔察０６

(６６３３)０４２５〕

ものわすれ相談のご利用を

　９月はアルツハイマー月間です。

　ものわすれなどの気掛かりな症状や

認知症の予防、認知症の人への対応方

法などの相談をほんわかセンターの看

護職がお伺いします。また、タッチパ

ネル式のパソコンを使った「ものわす

れ健診」も実施します。

とき　①９月１０日(火) 、②１９日(木) 、いず

れも午前１０時～１１時

ところ　①金剛図書館、②中央図書館

参加費　無料（当日、直接会場へ）

問い合わせ　高齢介護課（内線１８３、

１９６）
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障がい者レクリエーション等
活動支援事業の利用者とボラ
ンティアを募集

　ＮＰＯ法人一歩の会では、市から同

支援事業を受託し、障がいのある人に

体力増強の機会や情報交換・交流の場

を提供するため、ハイキングやイベン

トなどを実施しています。

　現在、同事業の利用者とボランティ

アとして参加していただける人を募集

しています。事業内容や対象者など詳

しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　ＮＰＯ法人一歩の会内

地域活動支援センター「紙ひこうき」

〔察・鯖(３０)３１１０〕

 

土地の利用変更や家屋の新築・
増築、取り壊しをした場合は届
け出を

　宅地や農地、山林を駐車場や資材置

き場などに利用される場合や、元に戻

された場合は、課税方法、税額が変わ

りますので届け出てください。また、

家屋の新築や増築、取り壊しをされた

場合も必ず届け出をしてください。

　なお、倉庫や物置なども課税の対象

となる場合があります。

　いずれも法務局で、土地については

地目変更登記、家屋については表題・

滅失登記を済まされた場合は必要あり

ません。

問い合わせ　課税課（内線１１３～１１６）

税

 

給水装置の修繕費用は           
個人負担です

　公道などに埋められた配水管は市の

所有物ですが、この配水管から分かれ

た給水管などの給水装置（水道メーター

は除く）は皆さんの財産です。

　閉栓中であっても水道メーターより

下流側（宅地側）の水漏れなどの修繕

費用は個人負担となりますので、注意

して管理してください。

●水道管の緊急修繕業務を委託してい

ます

　緊急の水漏れなどの水道管のトラブ

ルがあった場合、本市は市管工事業協

同組合と委託契約しており、水道管の

トラブルに２４時間体制で対応していま

す（出張料は発生しません）。

　修繕の申し込みは、月～金曜日（祝

日は除く）、午前９時～午後５時３０分は

同組合〔察０１２０(０３２)４９７〕へ。その他

の時間帯および土・日曜日、祝日、年

末年始は市役所宿直室〔察(２５)１０００〕

へご連絡ください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

 

防衛大学校学生などの募集

①防衛大学校学生＝修学年限４年、卒

業後１年で幹部に任官　

②防衛医科大学校医学科学生＝修学年

限６年、医師免許取得

③防衛医科大学校看護学科学生＝修学

年限４年、看護師免許取得

④自衛官候補生＝所要の教育を経て、

３カ月後に２等陸・海・空士に任用

応募資格　①～③は日本国籍を有する

高卒（見込み含む、１８歳以上）～２１歳

未満の人、④は日本国籍を有する１８歳

以上３３歳未満の人　

受付期間　①～③は９月５日(木) ～３０日

(月) 、④は随時受け付け　

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　自衛隊富田林地域事務所

〔察(２４)３７９９・鯖(２４)３９９９〕

上下水道

募　集

 

健康・医療講演会                 
～いくつからでも役に立つ   
骨・筋肉・心のたもちかた～ 

　いつまでも元気に歩くために、日常

生活で心掛けたい体の使い方や、食生

活での注意点などを学びます。

とき　１０月９日(水) 、午後１時３０分～３時

ところ　東公民館

定員　８０人　参加費　無料

講師　橋本　淳さん（大阪南医療セン

ター統括診療部長）

申し込み　９月６日(金) ～、東公民館へ

（申し込み先着順、電話申し込み可）

市民公開健康講座                 
「～膝・腰の痛みに打ち勝って、
延ばそう健康寿命！～」

　いつまでも健康でいきいきとした生

活を過ごすために、適切な「治療」や「運

動」について医師が分かりやすくお話

しします。

　また、ロコモ度テストや簡単な運動

なども実施します。

とき　９月２６日(木) 、午後１時～３時

ところ　市消防本部

定員　７０人　受講料　無料

講師　花岡　義文さん（済生会富田林

病院整形外科人工関節センター長）、

宮田　重樹さん（宮田医院院長）

申し込み　９月１８日(水) までに、高齢介

護課（内線１９７）へ（申し込み多数の場

合抽選）

膝腰痛改善教室

とき　９月２７日～１０月１１日の毎週金曜

日、午後１時３０分～３時３０分（全３回）

ところ　レインボーホール（市民会館）

内容　整形外科医による講義、膝痛や

腰痛の改善に向けて普段から取り組め

る簡単な運動や食事のポイントを紹介

対象者　市内在住で６５歳以上の人

定員　１７人　参加費　無料

申し込み　９月１７日(火) までに、ウエル

ネスけあぱるへ（電話申し込み可）　

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

講座・催し

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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納付猶予制度の対象年齢が
50歳未満に拡大されています

　平成２８年７月１日から令和７年６月

末までの時限措置として、納付猶予制

度の対象年齢が５０歳未満（学生を除く）

に拡大されています。

　経済的な理由などで国民年金保険料

の納付が困難な人は、本人および配偶

者の所得が一定額〔（扶養親族などの数

＋１）×３５万円＋２２万円〕以下であれ

ば、申請し承認されると、保険料の納

付が猶予されます。

　また同制度は、本人と配偶者の所得

で審査するため、一定以上の所得があ

る親（世帯主）と同居していても、所

得基準以下であれば適用されます。

申請の対象となる期間　申請月の２年

１カ月前から翌年６月まで

申請に必要なもの　年金手帳、印鑑

※申請方法など詳しくは、お問い合わ

せください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５３、１５４）

 

市戦没者追悼式

とき　１０月４日(金) 、午後１時３０分～３時

ところ　すばるホール４階銀河の間

対象者　戦没者の遺族（介助などのた

めに付き添う遺族の関係者も同伴可）

問い合わせ　地域福祉課（内線２８２）

日本赤十字社活動資金募集への
ご協力ありがとうございました

　各地区の赤十字奉仕団、町会（自治

会）、募金委員をはじめ多くの皆さんの

温かいご理解と積極的なご協力によ

り、これまでに２７１万８５９９円の募金を

お寄せいただきました。皆さんに厚く

お礼申し上げます。

　なお、日本赤十字社活動資金は年間

を通じて受け付けていますので、引き

続き日赤事業の充実強化と発展にご支

援をいただきますようお願いします。

問い合わせ　地域福祉課（内線２８２）

国民年金

福　祉

共同募金説明会を開催します

　今年も１０月１日(火) より全国一斉に赤

い羽根共同募金運動の取り組みが実施

されます。

　富田林地区募金会では、募金運動に

関する説明会を次のとおり開催します。

　また、１２月１日(日) より実施する「歳

末たすけあい運動」の助成に関する説

明も併せて実施します。

とき　９月７日(土) 、午後２時～３時

ところ　市消防本部４階視聴覚室

※同本部には駐車場はありませんの

で、できるだけ公共交通機関をご利用

ください。

定員　６０人（当日、直接会場へ）

参加費　無料

問い合わせ　富田林地区募金会〔察(２５)

８２６１〕

長寿祝賀品の受け取り手続きを

　本市では、長年、社会の発展に尽く

してこられた高齢者に感謝し、長寿を

お祝いするため、長寿のお祝い品とし

て本市の名産品を贈呈しています。

対象者　９月１日現在で、本市に引き

続き３カ月以上居住し、住民登録をし

ている８０歳以上の人

実施方法　９月上旬に対象者に対して

案内を送付します

問い合わせ　高齢介護課（内線１８９）

寝たきり高齢者見舞金の申請を 

対象者　９月１日現在、次の全てに該

当する人

・居宅で、傷病（老衰を含む）により

常時寝たきり状態（目安として、要介

護５、または要介護４かつ要介護認定

調査にて障がい高齢者の日常生活自立

度判定基準がランクＣ程度）で、その

状態が１年以上継続している人

・本市に住民登録をしている６５歳以上

の人（病院、福祉施設などに入所され

ている人は除きます）

支給額　年額６５００円（支給の要否につ

いて通知の上、１１月末に指定の口座に

振り込みます）

申し込み　９月３０日(月) までに、高齢介

護課（内線１８３、１９７）に備え付けの申請

書に必要事項を記入し、同課へ

難病患者見舞金の申請を

　難病などにより、指定難病、特定疾患、

指定疾患、小児慢性特定疾病の認定を

受けている人に見舞金を支給します。

対象者　９月１日現在、次の全てに該

当する人

・指定難病、特定疾患、指定疾患、小

児慢性特定疾病により医療受給者証の

交付を受けている人

・本市に引き続き１年以上居住し、住

民登録をしている人　

※ただし、障がい者（児）給付金の支

給を受けている人や福祉施設などに入

所されている人は除きます。　

支給額　年額５０００円（１１月中に指定の

口座に振り込みます）

申し込み　９月３０日(月) までに、印鑑、

９月１日現在有効な医療受給者証（特

定疾患医療受給者証、特定医療費（指

定難病）受給者証など認定の証明がで

きるもの）、本人もしくは保護者の預金

通帳（写し可）を持参し、障がい福祉

課または金剛連絡所へ

問い合わせ　障がい福祉課（内線１９２、

１９３）

機能訓練教室「リハップ」　　
参加者募集

　「リハップ」とは「リハビリ」と「アッ

プ」を合わせた造語です。

　総合福祉会館では、身体障がい者の

機能訓練および機能向上を目的に同教

室を開催し、自主的な機能訓練（理学

療法）の場を提供していますので、ぜ

ひご利用ください。　

※医療における機能訓練とは異なりま

す。

とき　毎週月・水・金曜日（祝日は除

く）、午前１０時～正午

ところ　総合福祉会館

対象者　市内在住の６５歳未満の人で、

身体障がい者手帳を有し、自力または

介助者と同伴で通うことができる人

（介護保険の認定を受けた人は除く）

参加費　無料

※参加時間などは面談の上、決定しま

す。申し込み方法など詳しくは、お問

い合わせください。

問い合わせ　総合福祉会館
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